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1 概要 
この事業は、保育士の負担軽減による保育士の離職防止を図ること及び保育士資格 

の新規取得者の増加により保育人材の確保を図ることを目的とし、保育補助者の雇上

げに必要な費用を京都府(京都市を除く)の保育所及び幼保連携型認定こども園（地方

公共団体が運営するものを除く）（以下、「保育所等」という。）に貸付を行うものです。 
 

  ➣ 保育補助者とは 

    当事業では、保育士資格を持たず保育所等に勤務する保育士の補助を行う方のこ

とを指します。 

    

 

  事業の特長 
１ 新たに保育補助者の雇上げを行う保育所等を対象に貸付を行います。 

２ 貸付期間は保育補助者が保育所等に勤務する期間で、その上限は３年間です。 

３ 貸付期間中又は貸付終了後1年以内に、当該保育補助者が保育士資格を取得し 

た場合、貸付費用の返還が免除となります。 
 

2 実施主体 
   社会福祉法人 京都府社会福祉協議会（以下、「府社協」といいます。）が実施します。 
 

3 貸付内容 
   保育補助者の雇上げに必要な費用を貸し付けます。 

   対象経費として，給料，諸手当，福利厚生費，社会保険料の事業主負担分，その他府

社協会長が適当と認めるものを費用に充てることができます。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

保育補助者雇上費貸付事業の概要 

➣ 対象経費の具体例 

 ○ 諸手当の例 

   扶養手当、通勤手当、住居手当、業務手当、時間外勤務手当、 

   期末手当及び勤勉手当等 

 ○ 福利厚生費の例 

   家賃補助に係る費用，健康診断に係る費用等  

 ○ 社会保険料の事業主負担分の例 

   健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、 

   労働保険料（労災保険料及び雇用保険料）、子ども・子育て拠出金等 
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4 貸付限度額  

   保育所等１箇所当たり、年額２，９５３，０００円以内とします。 
 

5 貸付期間 
   対象となる保育補助者が当該保育所等に勤務を開始した日から起算して、３年間を限

度とします。 

    貸付期間中に保育士資格を取得した場合、保育士登録を行った日の属する月の末

日が貸付期間の終期となります。 

※ただし、保育士資格を取得した日が属する月の翌月から３箇月以内に保育士登録

されない場合は、貸付を終了します。 

※返還すべき事由が生じた場合は、事実が生じた日の属する月の末日が貸付期間

の終期となります。 
 

6 貸付対象者及び貸付条件 
 １・２のいずれも満たす保育所等を対象とします。 

１ 次の（１）から（３）のすべての条件を満たす保育補助者を新たに雇い上げる保育 

所等  

      ※「新たに」とは，平成２８年４月１日以降を指します。 

     (１)週 30 時間以上の勤務をすること 

     (２)保育士資格の取得を目指していること 

     (３)次のうちいずれかに該当していること。 

①保育所及び幼保連携型認定こども園で保育業務に従事した期間がある者 

②家庭的保育者 

③子育て支援員研修（地域型保育コース）を修了した者（勤務開始後に受講予定 

である者を含む） 
 

  ２  「きょうと福祉人材育成認証制度」の宣言、認証、上位認証事業所であり、保育

補助者の雇上げを行うことにより保育士の勤務環境改善を図る保育所等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➣ 貸付条件の具体例 

１ (１)週 30 時間以上の勤務をすること 

(例) 月・火・木曜日 9：30～17：30 水・土曜日 14：30～19：30       週 31 時間 

月曜日～土曜日 7：30～18：30 の間で 5時間勤務         週 30 時間 
 

(２)保育士資格取得を目指していること 

   (例) 指定保育士養成施設における就学・ 保育士試験による取得のための取組 
 

(３)保育に関する一定の研修を受講していること、若しくは受講することとしている 

こと 

(例)子育て支援員研修（地域型保育コース）を受講している、もしくは受講予定 
 

２  保育補助者を雇上げることで保育士の勤務環境改善を図る 

(例)勤務シフトを組みやすくすることで保育士の有給休暇取得を支援し、有給休暇 

の完全取得を目指す。 



3 

 

7 雇上げ費用の交付 
  金銭消費貸借契約を締結後、雇上げ費用は、原則として年２回（１１月、３月）に分け、 

指定の口座に振り込みます。 
 

8 連帯保証人 
    連帯保証人が１名必要となります。 

    連帯保証人は個人とし、原則として、次のいずれかの方とします。 

１ 保育所等を運営する団体の理事や役員 

２ 保育所等の長 
 

9 雇上げ費用の利子 

    雇上げ費用の利子は、無利子です。 

    ただし、返還事由が発生し、定められた日までに返還されない場合は、返還すべき日

の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき、年５パーセント

の割合で計算した延滞利子が発生します。 

 
10 返還 
    貸付を受けた保育所等が、次に該当する場合※には、貸付を受けた雇上げ費用を返 

還しなければなりません。 

１ 雇上げ費用の貸付期間が満了したとき。ただし、返還免除を受けた場合は除きま

す。 

２ 雇い上げ費用の貸付契約が解除されたとき。 

       貸付契約が解除されるのは次の場合です。 
 
     (１)保育補助者が退職したときかつ、直ちに新たな保育補助者を雇用しなかったと 

き。 

(２)保育所等が雇上げ費用の貸付期間中に貸付契約の解除を申し出たとき。 

(３)保育所等がその他雇上げ貸付事業の目的を達成する見込みがなくなったと認め 

られるとき。 

(４)保育所等が虚偽その他不正な方法により貸付の申請を行ったことが明らかに 

なったとき。 

（５）保育所等がその他本要綱の規定及び連盟との間で締結した契約で規定する 

事項に違反したとき。 

   

３ 保育補助者が、業務外の事由により死亡し、又は心身の故障のため業務を継続

することができなくなったとき。 

４ 保育補助者が、貸付を受けた保育所等において保育の補助等に従事しなかっ 

たとき。 

５ 保育所等が、貸付を受けた保育所等において保育の補助等に保育補助者を従

事させる意思がなくなったとき。 

    

※ ただし、災害、その他やむを得ない事由がある場合を除きます。 
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11 返還債務の免除 
   雇上げた保育補助者が次の場合に至ったときには、雇上げ費用の返還の債務を免 

除します。 

   １ 保育所等で勤務しており、かつ、貸付を受ける期間中に保育士資格を取得したと

き。 

   ２ 貸付終了後１年以内に保育士資格を取得することが見込まれるとき。 

    具体的には、次の場合を指します。 

(１)１年以内に指定保育士養成施設を卒業できる見込みである場合 

(２)１年以内に保育士資格を取得可能な幼稚園教諭免許状を有する者における 

保育士資格取得特例の対象講座を受講する場合 

(３)保育士試験の筆記科目がほとんど免除となっている者で、１年以内の保育士 

試験の合格の可能性が極めて高い場合 

        （ただし、１年以内に保育士資格を取得できなかった場合は、貸付費用を返還  

   しなければならない。） 

   ３ 保育所等で勤務している期間中に業務上の事由により死亡し、業務を継続すること 

    ができなくなったとき。 

４ 保育所等で勤務している期間中に業務に起因する心身の故障のため業務を継続す 

ることができなくなったとき。 
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参考 

 

 

貸付期間の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

雇用期間 

貸付期間 

28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

雇用期間 

32 年度 

貸付期間 

上限３年 

上限３年 8/1 7/31 

4/1 3/31 

平成２８年８月１日から雇用開始 

 貸付期間（上限） 平成２８年８月１日～平成３１年７月３１日 

平成２８年４月１日から雇用開始 

 貸付期間（上限） 平成２８年４月１日～平成３１年３月３１日 

 

免除 

または 

返還 

 

免除 

または 

返還 

⇒ 貸付期間は保育補助者が勤務する期間で、勤務開始から起算して３年間を限度とします。 

 

⇒ 貸付期間は保育補助者が勤務する期間で、勤務開始から起算して３年間を限度とします。 
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返還免除の事由が生じた場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

返還すべき事由が生じた場合 

 

 

 

 

 

28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

雇用期間 

32 年度 

貸付期間 

8/1 7/31 

・平成２８年８月１日から雇用開始 

・貸付期間の途中で保育補助者が保育士資格を取得し、返還免除申請を行った。 

・また、保育士登録を行った（保育士登録日は平成３０年１２月１５日付）。 

保育士資格取得・免除申請 

保育士登録 

免 除 貸付終了 

12/15 

⇒ 保育士登録日の属する月の末日（平成３０年１２月３１日）が貸付期間の終期となります。 

   貸付期間 平成２８年８月１日～平成３０年１２月３１日 

 
・平成２８年８月１日から雇用開始 

・貸付期間の途中で保育補助者が退職した（平成３０年１１月２５日付）。 
 

⇒ 退職月の末日が貸付期間の終期となります。（平成３０年１１月３０日） 

  また、退職月の翌月から、速やかに費用を返還してください。 

   貸付期間 平成２８年８月１日～平成３０年１１月３０日 

12/31 

決定を 
受けた 

貸付期間の
期末 

28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 

雇用期間 

32 年度 

貸付期間 

8/1 7/31 

退  職 

返  還     貸付終了 

11/25 11/30 

決定を 
受けた 

貸付期間の
期末 

10/12 
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保育士資格を取得した場合の貸付期間の終期について 

 

 

決定を受けた貸付期間の末日までに保育士登録を行った場合 

 

 → 保育士登録日の属する月の末日が貸付期間の終期となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    → ただし、保育士登録が行われない場合は、保育士資格を取得した日の属する月の翌

月から３箇月の日をもって、貸付を終了とします。 

 

 

 

 

 

 

 

決定を受けた 
貸付期間の期末 

の期末 
雇用期間 

貸付期間 

8/10 

 

 

保育士 

登録 

免除要件 

10/15 

 

貸付終了 

10/31 

 

3/31 

 

保育士 

資格取得 

保育士登録

日の属する

月の末日 

保育士資格を取得し

た日の属する月の翌

月から３箇月の日 

雇用期間 

貸付期間 

8/10 

 

 

免除要件 貸付終了 

3/31 

 

保育士 

資格取得 

9/1 11/30 

 

決定を受けた 
貸付期間の期末 

の期末 

➣ 保育士登録について 

  保育補助者が保育士資格を取得した場合は、速やかに返還免除に係る申請を

行うとともに、保育士登録を行ってください。 

 また、保育士登録後、保育士証の交付があった場合は、直ちに府社協に届出を

行ってください。 

３箇月 
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手続きの流れ 
 

 

府 
 

社 
 

協 

保
育
所
・認
定
こ
ど
も
園 

保育補助者 
 

・子育て支援員研

修等の受講 

・保育士資格取得

を目指す 

 

事業実施主体

（貸主） 

貸付対象

（借主） 

 
貸付申請等の手続き 

雇用 

契約 

保育士資格

取得を 

サポート 

勤務する 

保育士 

勤務環境を

改善 

手続き 条件等 

①貸付申請 

⑤貸付中の手続き 

（実績報告等） 

⑥（保育士資格を取

得した場合等） 

返還債務免除申請 

債務免除 

②審査・決定 

④交付 

（返還事由免除されない場合） 

⑦返還 

③金銭消費貸借契約 

③契約書類等の提出 
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①貸付申請 
  貸付を希望される保育所等は次の書類を府社協に提出してください。 

 

 ⑴貸付事業申請書（第１号様式） 

 ⑵支出内訳書（貸付申請）（第３号様式） 

 ⑶保育補助者に関する書類（第４号様式） 

 ⑷雇用契約書 

 ⑸就業規則 

 ⑹誓約書（第５号様式） 

※雇用契約書に保育士資格の取得を目指す旨の記載がない場合のみ提出 

 ⑺保証書（第６号様式） 

 ⑻連帯保証人の役職や肩書、前年の所得等が確認できる書類 

 ⑼勤務環境改善計画書（第７号様式） 

⑽その他、府社協会長が必要と認める書類 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

②貸付の審査・決定 
  申請書類は府社協が審査し、貸付の可否及び貸付額等を決定します。 

審査の結果は、貸付決定通知書又は貸付不承認決定通知書により、保育所等に通知 

します。 

 

 

③契約書類等の提出・金銭消費貸借契約 
雇上げ費用の貸付が決定となった保育所等は、決定通知のあった日から起算して原則 

として１４日以内に、次の書類を府社協に提出してください。 
 

 ⑴保育補助者雇上費貸付事業金銭消費貸借契約書（第１１号様式）２通 

     ※収入印紙を貼付してください。印紙代は決定通知の際にお知らせします。 

 ⑵法人の印鑑証明書 

 ⑶振込口座申請書（第１２号様式） 

 ⑷個人情報取扱同意書（第１３号様式） 

提出先 

 〒604-0874 京都市中京区竹屋町通り烏丸東入る清水町 375 

 ハートピア京都Ｂ１階 

社会福祉法人 京都府社会福祉協議会  

  京都府福祉人材・研修センター 
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④交付 
 １ 雇上げ費用は１年度分を分割して交付します。 

２ 申請締切日により、支払日及び分割回数が異なります。 

３ 平成２８年度は平成２８年４月１日からの雇用分まで遡って申請することができます。 

４ 申請締切日と支払いスケジュールのイメージは次のとおりです。 

 

  【申請締切日と支払いスケジュールのイメージ】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

（例） 平成２８年９月に保育補助者を雇用，９月に貸付を申請の場合 
 
平成２８年９月～１１月分を１１月に交付 

平成２８年１２月～平成２９年３月分を３月に交付 

 

平成２８年６月に保育補助者を雇用，９月に貸付を申請の場合 
 
平成２８年６月～１１月分を１１月に交付 

平成２８年１２月～平成２９年３月分を３月に交付 

 

  

 

  

 

平成２８年 
９月末までに
申請 

平成２９年 
３月中旬まで
に申請 

１１月 ３月 

４月分から 
１１月分ま
での費用 

１２月分か
ら３月分ま
での費用 

４月分から 
３月分まで
の費用 

支払日 申請締切日 

第２回 
第１回 

第１回 
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⑤貸付中の手続き 
実績報告 
貸付を受けた場合、実績報告により当該年度の貸付金の金額を確定させるため、次の

書類を提出し、実績報告を行う必要があります。 

   ⑴実績報告書（第１６号様式） 

   ⑵支出内訳書（実績報告）（第１７号様式） 

   ⑶給与等証明書（第１８号様式） 

   ⑷勤務環境改善実績報告書（第１９号様式） 

     ※その他、会長が必要と認める書類の提出を求める場合があります。 

  

実績報告を受けた場合、会長は実績報告書を審査し、精算を行います。 

貸付申請額（交付額）と実際に要した金額に差額が生じた場合、原則として一括により、

速やかに返還しなければなりません。 

 

   【差額の例】 

・貸付申請時点の予定金額よりも保育補助者への給与支払い額が少なかった。 

・保育補助者が休職していたが、府社協への手続きが遅滞したことにより、休職期間

も支払いを受けていた。 

 

・ただし、翌年度以降に精算により返還しなければならない費用を上回る金額の雇上

げ費用の貸付を受ける場合は、この雇上げ費用から控除することにより、精算するこ

とができます。 

    

   【精算方法】 

    当該年度以降も貸付を受ける予定で、貸付金額が返還金額を上回る場合 

     → 翌年度の貸付金額から控除を行うことにより精算します。 

 

    当該年度以降の貸付金額が返還金額を下回る場合又は 

    当該年度以降に貸付を受けない場合 

     → 差額の返還が必要です。 

    （返還債務の免除申請を行った場合でも，差額分は債務免除の対象外となります。） 

  

複数年度にわたって貸付を受ける場合 
雇上げ費用の交付を受けるために、次の書類を提出し、年度ごとの貸付事業継続申

請が必要です。 
    ⑴貸付事業申請書（継続申請）（第２号様式） 

⑵支出内訳書（貸付申請）（第３号様式） 

⑶保育補助者に関する書類（第４号様式） 

⑷雇用契約書 

⑸その他、初回申請時に提出した書類の内容に変更がある場合は、当該書類 
  

継続申請は、毎年４月上旬までに申請を行ってください。 

   （申請期限は別途ご連絡します。） 
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変更手続 
  以下の変更が生じたときは、直ちに府社協に届出等を行い、手続きを行ってください。  

   ※必要な書類の提出や申請手続きが行われない場合に、事実が判明した月以降の 

雇上げ費用の交付を中止又は保留することがあります。 

 

    貸付内容等に変更があったとき 

    ・貸付の申請内容に変更が生じたとき（第２９号様式） 

    ・貸付を辞退するとき（第３０号様式） 

 

    保育所等に変更があったとき 

    ・法人の住所、名称、連絡先等が変更となったとき（第３１号様式） 

    ・法人の代表者が変更となったとき（第３１号様式） 

    ・保育所等の名称が変更となったとき（第３２号様式） 

 

    保育補助者に変更があったとき 

    ・保育補助者が保育士資格を取得したとき（第２０号様式） 

    ・保育補助者が保育士登録を行ったとき（第２６号様式） 

    ・保育補助者が休職したとき（第１４号様式） 

    ・保育補助者が復職したとき（第１５号様式） 

    ・保育補助者が退職したとき（第３４号様式） 

    ・保育補助者が死亡したとき（第２２号様式） 

    ・保育補助者が傷病等になったとき（第２３号様式） 

    ・保育補助者が保育士資格取得を目指さなくなったとき（第３３号様式） 

    ・その他保育補助者が雇上げ貸付事業の目的を達成する見込みがなくなったとき

（第３３号様式） 

 

    連帯保証人に変更があったとき 

    ・保証人が変更となったとき（第６号様式） 

    ・保証人の住所、名称、連絡先等が変更となったとき（第８号様式） 

 

    その他重要な事項に変更が生じたとき（第３５号様式） 

 
貸付の休止 
１ 保育補助者が疾病等の理由により休職した場合は、貸付を休止します。 

２ 保育補助者が休職した場合は、直ちに休職届（第１４号様式）を府社協に提出し 

 てください。 

３ また、復職した場合も、直ちに復職届（第１５号様式）を府社協に提出してください。 

 ※貸付の休止期間分として、すでに貸付を受けた場合、貸付期間が継続している 

場合は、保育補助者が復帰した以降の属する月の翌月以降の分として貸付さ

れたものとしてみなします。 

       貸付が継続していない場合は、貸付の休止期間分の雇上げ費用を返還してい 

       ただきます。 
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⑥返還債務免除申請 
保育補助者が保育士資格を取得したとき 
返還免除申請書（第２１号様式）に保育士証の写しを添えて、返還免除の申請を行っ

てください。 

    ※保育士資格を取得後、速やかに保育士登録を行ってください。 

    ※保育士登録後、保育士証が交付されたときは、直ちに保育士登録届に保育士証

の写しを添えて、府社協会長に届け出てください。 

 ※保育士登録を行った日の属する月の末日が貸付期間の終期となります。 

 ※保育士資格を取得した日の属する月の翌月から３箇月以内に保育士登録されな

い場合は、貸付期間を終了します。 

 ※当該保育補助者が保育士資格を取得した場合に、保育士として登録された日を確

認するため、雇上げ費用の交付を中止又は保留することがあります。 

  
保育補助者が業務を継続することができなくなった 

とき（業務上の事由） 
  返還免除申請書に次の書類を添えて、返還免除の申請を行ってください。 

 

保育所等で勤務している期間中に業務上の事由により死亡し、業務を継続する 

ことができなくなったとき 

      ・死亡届（第２２号様式） 

      ・死亡したことがわかる書類 

      ・労働者災害補償保険法に基づき業務災害の認定を受けたことがわかる書類 

 

保育所等で勤務している期間中に業務に起因する心身の故障のため業務を継 

続することができなくなったとき 

      ・傷病等届（第２３号様式） 

      ・傷病等になったことがわかる書類 

      ・労働者災害補償保険法に基づき業務災害の認定を受けたことがわかる書類 

      ・退職した又は退職することがわかる書類 

 
貸付終了後、１年以内に保育士資格を取得できること 

が見込まれるとき 
  当該保育所等において勤務が継続している場合で、かつ、会長が次の場合と認めた

ときは返還免除とします。 

     １ １年以内に指定保育士養成施設を卒業できる見込みである場合 

     ２ １年以内に保育士資格を取得可能な幼稚園教諭免許状を有する者における保

育資格取得特例の対象講座を受講する場合 

     ３ 保育士試験の筆記科目がほとんど免除となっている者で、１年以内の保育士試

験の合格の可能性が極めて高い場合 

       ※前項各号で会長が認める場合で、１年以内に保育士資格を取得できなかった
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場合は、貸付費用を返還しなければならない。 

      ※なお、当該保育所等で勤務を継続している場合で、かつ、上記の期間中は返還

債務の履行を猶予することができます。 

 

⑦返還 
 貸付期間中に返還免除が受けられなかった場合 
  貸付期間中に返還免除が受けられなかった場合、貸付期間終了後、雇上げ費用の返

還を行っていただく必要があります。 

    貸付期間終了後、速やかに返還方法等を府社協に申請してください。 

  府社協から返還通知書を送付しますので、速やかに返還を行ってください。 

   

  【返還方法】 

   返還方法 ・・・ 半年賦の均等返還 

   返還期間 ・・・ 貸付を受けた期間の 2倍に相当する期間 

    ※ 返還債務の履行を猶予した期間及び貸付を休止した期間を除きます。 

 

   （例）１年間の貸付を受け、返還事由が生じた場合 

       生じた日の属する翌月から、2 年以内に返還を行ってください。 

 

 その他、返還事由が生じたとき 
  貸付期間中に以下の事項が生じた場合、雇上げ費用の返還を行っていただく必要が

あります。速やかに返還方法等を府社協に申請してください。 

   府社協から返還通知書を送付しますので、申請した返還方法等に基づき、速やかに

返還を行ってください。 
  

１ 雇上げ費用の貸付契約が解除されたとき。 

    貸付契約が解除されるのは次の場合です。 
 
    (１)保育補助者が退職したときかつ、直ちに新たな保育補助者を雇用しなかったと

き。 

    (２)保育所等が雇上げ費用の貸付期間中に貸付契約の解除を申し出たとき。 

    (３)保育所等がその他雇上げ貸付事業の目的を達成する見込みがなくなったと認め

られるとき。 

    (４)保育所等が虚偽その他不正な方法により貸付の申請を行ったことが明らかになっ 

たとき。 

    (５)保育所等がその他本要綱の規定及び連盟との間で締結した契約で規定する事項 

に違反したとき。 

  

２ 保育補助者が、業務外の事由により死亡し、又は心身の故障のため業務を継続す

ることができなくなったとき。 

３ 保育補助者が、貸付を受けた保育所等において保育の補助等に従事しなかったと

き。 

４ 保育所等が、貸付を受けた保育所等において保育の補助等に保育補助者を従事 

させる意思がなくなったとき。 
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   ※なお、虚偽その他不正な方法により雇上げ費用の貸付の申請及び貸付を受けた 

ことが明らかになったときは、貸付を受けた雇上げ費用を会長が指定する期日ま

でに一括返還しなければなりません。 

 

  その他の留意事項 
１ 貸付を受けた保育所等は、この事業に関する貸付金の収支について、明確にしな

ければなりません。 
２ また、事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、証拠書類を整理し、か

つこれらの書類を雇上げ費用の返還の債務を確定し、返還を完了した日の属する

年度の終了後５年間保管しておかなければなりません。 
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 各種手続きに必要な書類の一覧です。必要な書類をご確認の上、ご提出ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 様式名 

第１号様式 貸付事業申請書 

第２号様式 貸付事業継続申請書 

第３号様式 支出内訳書（貸付申請） 

第４号様式 保育補助者に関する書類 

第５号様式 誓約書 

第６号様式 保証書 

第７号様式 勤務環境改善計画書 

第８号様式 連帯保証人変更届 

第９号様式 貸付承認決定通知書 

第１０号様式 貸付不承認決定通知書 

第１１号様式 保育補助者雇上げのための貸付事業金銭消費貸借契約書 

第１２号様式 振込口座申請書 

第１３号様式 個人情報取扱同意書 

第１４号様式 休職届 

第１５号様式 復職届 

第１６号様式 実績報告書 

第１７号様式 支出内訳書（実績報告） 

第１８号様式 給与等証明書 

第１９号様式 勤務環境改善実績報告書 

第２０号様式 保育士資格取得届 

第２１号様式 返還免除申請書 

第２２号様式 死亡届 

第２３号様式 傷病等届 

第２４号様式 返還免除承認通知書 

第２５号様式 返還免除不承認通知書 

第２６号様式 保育士登録届 

第２７号様式 返還明細書 

第２８号様式 返還通知書 

第２９号様式 貸付内容に関する変更届 

第３０号様式 辞退届 

第３１号様式 法人に関する変更届 

第３２号様式 保育所等に関する変更届 

第３３号様式 保育補助者に関する変更届 

第３４号様式 退職届 

第３５号様式 重要事項変更届 

 
手続きに必要な書類 
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手続きと必要書類 

 

【必ず提出する必要があるもの】 

  

 ○貸付を申請するとき 

貸付事業申請書 第１号様式 － 

支出内訳書（貸付申請） 第３号様式 － 

保育補助者に関する書類 第４号様式 － 

雇用契約書 － － 

就業規則 － － 

誓約書 第５号様式 雇用契約書に保育士資格の

取得を目指す旨の記載がない

場合のみ提出 

保証書 第６号様式 － 

連帯保証人の役職や肩書等

が確認できる書類 

－ － 

勤務環境改善計画書 第７号様式 － 
 

  ※ その他、会長が必要と認める書類の提出を求める場合があります。 

 

 ○貸付が決定したとき 

   提出時期：決定通知のあった日から起算して１４日以内 

保育補助者雇上げのための

貸付事業金銭消費貸借契約

書 

第１１号様式 ２通 

※ 収入印紙を貼付してくださ

い。印紙代は決定通知の際に

お知らせします。 

法人の印鑑証明書 － － 

振込口座申請書 第１２号様式 － 

個人情報取扱同意書 第１３号様式 － 

   ※ 上記書類を提出されない場合は、雇上げ費用の貸付を辞退したものとみなしま

す。 
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 ○複数年度にわたって貸付を受けるとき 

  提出時期：貸付を受ける年度の当初（４月上旬） 

貸付事業申請書（継続申請） 第２号様式 － 

支出内訳書（貸付申請） 第３号様式 － 

保育補助者に関する書類 第４号様式 － 

その他、初回申請時に提出した書類の内容に変

更がある場合は、当該書類 

－ 

 

 ○当該年度が終了したとき 

  提出時期：貸付を受けた年度が終了後 

実績報告書 第１６号様式 － 

支出内訳書（実績報告） 第１７号様式 － 

給与等証明書 第１８号様式 － 

勤務環境改善実績報告書 第１９号様式 － 

   ※ その他、理事長が必要と認める書類の提出を求める場合があります。 

 

 ○返還債務の免除申請を行うとき 

  ・保育士資格を取得した場合 

返還免除申請書 第２１号様式 － 

保育士証の写し          － － 

   

    ※ 保育士資格を取得後、速やかに保育士登録を行ってください。 

  ※ 保育士登録後、保育士証が交付されたときは、直ちに保育士登録届に保育士証

の写しを添えて、理事長に届け出てください。 

 ※ 保育士登録を行った日の属する月の末日が貸付期間の終期となります。 

 ※ 保育士資格を取得した日の属する月の翌月から３箇月以内に保育士登録されな

い場合は、貸付期間を終了します。 

 ※ 当該保育補助者が保育士資格を取得した場合に、保育士として登録された日を

確認するため、雇上げ費用の交付を中止又は保留することがあります。 

 

 

・保育所等で勤務している期間中に業務上の事由により死亡し、業務を継続することが

できなくなったとき。 

返還免除申請書 第２１号様式 － 

死亡届 第２２号様式 － 

死亡したことがわかる書類 － － 

労働者災害補償保険法に基

づき業務災害の認定を受けた

ことがわかる書類 

－ － 

   ※ その他、会長が必要と認める書類の提出を求める場合があります。 

 

・保育所等で勤務している期間中に業務に起因する心身の故障のため業務を継続す
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ることができなくなったとき。 

返還免除申請書 第２１号様式 － 

傷病等届 第２３号様式 － 

傷病等になったことがわかる

書類 

－ － 

労働者災害補償保険法に基

づき業務災害の認定を受けた

ことがわかる書類 

－ － 

   ※ その他、会長が必要と認める書類の提出を求める場合があります。 

  

  ・貸付終了後、１年以内に保育士資格を取得できることが見込まれるとき。 

返還免除申請書 第２１号様式 － 

 以下を証明する書類 － 

⑴ １年以内に指定保育士養成施設を卒業 

できる見込みである場合 

指定保育士養成施設の履修状

況を証明する書類等 

⑵ １年以内に保育士資格を取得可能な幼 

稚園教諭免許状を有する者における保育士 

資格取得特例の対象講座を受講する場合 

受講申込書等 

⑶ 保育士試験の筆記科目がほとんど免除 

となっている者で、１年以内の保育士試験の 

合格の可能性が極めて高い場合 

保育士試験一部合格通知書等 

   ※ 前項各号で会長が認める場合で、１年以内に保育士資格を取得できなかった場

合は、貸付費用を返還しなければならない。 

   ※ なお、当該保育所等で勤務を継続している場合で、かつ、上記の期間中は返還債

務の履行を猶予することができます。 

  

○変更等があった場合 

提出時期：変更があった場合、直ちに届け出ること 

   ・貸付内容等に変更があった場合 

貸付の申請内容に変更

が生じたとき 

貸付内容に関する

変更届 

第２９号様式 － 

貸付を辞退するとき 辞退届 

 

第３０号様式 － 

  ・保育所等に変更があった場合 

法人の住所、名称、連絡

先等が変更となったとき 

法人に関する変更

届 

第３１号様式 － 

法人の代表者が変更とな

ったとき 

法人に関する変更

届 

第３１号様式 － 

保育所等の名称が変更と

なったとき 

保育所等に関する

変更届 

第３２号様式 － 
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  ・保育補助者に変更があった場合 

保育補助者が保育士資

格を取得したとき 

保育士資格取得

届 

第２０号様式 － 

保育補助者が保育士登

録を行ったとき 

保育士登録届 第２６号様式 － 

保育補助者が休職したと

き 

休職届 第１４号様式 － 

保育補助者が復職したと

き 

復職届 第１５号様式 － 

保育補助者が退職したと

き 

退職届 第３４号様式 － 

保育補助者が死亡したと

き。 

死亡届 第２２号様式 － 

保育補助者が傷病等にな

ったとき 

傷病等届 第２３号様式 － 

保育補助者が保育士資

格取得を目指さなくなった

とき 

保育補助者に関す

る変更届 

第３３号様式 － 

その他保育補助者が雇

上げ貸付事業の目的を達

成する見込みがなくなっ

たとき。 

保育補助者に関す

る変更届 

第３３号様式 － 

 

  ・連帯保証人に変更があった場合 

保証人が変更となったと

き 

保証書 第６号様式 － 

保証人の住所、名称、連

絡先等が変更となったと

き 

連帯保証人変更

届 

第８号様式 － 

 

  ・その他 

その他重要な事項に変更

が生じたとき。 

重要事項変更届 第３５号様式 － 
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よくあるご質問 
 

 

Ｑ 複数名の保育補助者を対象に貸付を申請できますか。 

Ａ 保育所１箇所当たり、保育補助者１名を対象として申請することができます。 

  複数名の保育補助者の雇上げ費用を充当することはできません。 

 

   

Ｑ 連帯保証人は主任でもよいですか。 

Ａ 原則として、保育所等を運営する理事や園長としてください。 

 

 

Ｑ 平成２８年４月から雇用している保育補助者がいます。現在９月ですが、貸付申請を

行うことはできますか。 

Ａ 平成２８年度に限り、４月まで雇用期間を遡って申請することができます。 

  １０月末までに貸付申請を行い、貸付の承認が決定された場合、１２月末以降に雇上げ

費用を交付することができます。 

 

 

Ｑ 保育補助者が保育士資格を取得しました。いつまでに返還免除に係る申請を行う必

要がありますか。 

Ａ 保育士資格登録後、３か月以内に申請を行ってください。 

 

 

Ｑ 保育補助者が勤務中に階段から落ち怪我をしました。骨折をしているので当分仕事が

できません。どのような手続きをすればよいでしょうか。 

Ａ 直ちに傷病等届を提出してください。さらに、休職扱いとされている場合、直ちに休職

届を提出してください。休職期間中の貸付を休止します。 

 

 

Ｑ 保育士試験の筆記科目がほとんど免除となっており、なるべく早期に保育士資格を取

得できる方を保育補助者として雇用したいと考えています。保育補助者の条件としては

問題ないでしょうか。 

Ａ 次の条件を満たす保育補助者であれば、問題ありません。 

  ・週 30 時間以上の勤務をすること 

  ・保育士資格取得を目指していること 

  ・（保育補助者の要件）次のうちいずれかに該当する者とする。 

① 保育所及び幼保連携型認定こども園で保育業務に従事した期間がある者  

② 家庭的保育者 

③ 子育て支援員研修（地域型保育コース）を修了した者（勤務開始後に受講予定

である者を含む） 
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資  料 

 

 

 

 １ 社会福祉法人京都府社会福祉協議会京都府保育士就職支援資金貸付要綱 

 

 

 ２ 様式集 


